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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年６月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年１１月２６日 １２時３０分ごろ 

発生場所 長崎県南島原
みなみしまばら

市大
おお

埼
さき

鼻東北東方沖 

 布津
ふ つ

港湯田
ゆ だ

地区沖防波堤灯台から真方位０５６°１.２海里（Ｍ）

付近 

 （概位 北緯３２°４２.０′ 東経１３０°２２.８′） 

事故の概要  漁船八幡
や は た

丸は、北北東進中、また、遊漁船幸洋
こうよう

丸は、漂泊中、両船

が衝突した。 

 幸洋丸は、船長及び釣り客１人が負傷し、船尾部外板の亀裂等を生

じ、また、八幡丸は、船首部外板の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  令和２年１１月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ 漁船 八幡丸、５.４トン 

   ＮＳ２－１０６５８（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９４ｍ（Lr）×２.７２ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成４年１１月２０日 

Ｂ 遊漁船 幸洋丸、３.８１トン 

   ＫＭ３－３９８９６（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.９３ｍ（Lr）×１.９９ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２０９.６０kＷ、昭和５０年９月１０日 

   第２９３－２５８０７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１０月２１日 

    免許証交付日 令和元年１１月２８日 

           （令和７年１０月１７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６３年７月７日 

    免許証交付日 令和元年９月３０日 

           （令和７年４月２７日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び釣り客１人） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷、船首部防舷材に割損 

Ｂ 船尾部外板及び船尾部ブルワークに亀裂、舵軸及びオーニング支

柱に曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 低潮時 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、大埼鼻南東方沖の漁場でたちう
．．．

お
．
引き縄漁の操業を行った後、令和２年１１月２６日１２時２０分ご

ろ大埼鼻北東方沖の漁場に向けて移動を始めた。 

 船長Ａは、操舵室の操縦席の上に立って天窓から顔を出し、足で舵

輪を操作しながら操船に当たり、大埼鼻東南東方沖を約１２ノットの

対地速力で北北東進中、右舷船首方に数隻のたちうお
．．．．

引き縄漁船（以

下「引き縄漁船」という。）を認めた。 

（写真１～写真３ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船（右舷方から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 船長Ａの操船姿勢（再現） 写真３ Ａ船操舵室の天窓から 

                     の見通し状況 

 

 船長Ａは、左舷方の陸地と右舷船首方にいる数隻の引き縄漁船の位

置関係を見て、操業場所を検討しながら操船に当たり、最も南方にい

る引き縄漁船の南側で操業を行うこととし、ＧＰＳプロッターで操業

場所を確認するつもりで操縦席に下りたところ、船首方至近にＢ船の
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オーニングを認め、直ちに機関を中立運転としたものの、１２時３０

分ごろＡ船の船首部がＢ船の船尾部に真後ろから衝突した。 

 船長Ａは、Ｂ船の左舷側にＡ船の右舷側を横着けし、Ｂ船の釣り客

１人と船長Ｂが負傷していることを認め、Ｂ船が浸水するおそれを考

慮してＢ船の釣り客３人をＡ船に移乗させた後、１１８番通報を行

い、Ｂ船の舵が損傷していたので、Ａ船の船尾部からＢ船の船首部に

えい
．．

航索を取って漂泊し、巡視艇が到着するまで待機した。 

 船長Ａは、Ｂ船及び現場に到着した巡視艇と共に本事故現場で発生

場所等を確認した後、自力航行により南島原市堂崎
どうざき

港に帰港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、大埼鼻東北

東方沖で、船首部からシーアンカーを投入して船首を北北東方に向

け、機関を中立運転として漂泊しながら遊漁を行っていた。 

 船長Ｂは、操縦区画にある椅子に腰を掛け、前部甲板の釣り客の様

子を見たり、ＧＰＳプロッター兼魚群探知機で釣り場を確認したりし

ながら、周囲の見張りを行っていた。 

（写真４、写真５ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船（船尾方から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ Ｂ船（船尾方から撮影） 

 

 船長Ｂは、船尾方から他船の機関音が聞こえて振り向いたところ、

船尾方２００ｍ付近にＢ船に向かって航行するＡ船を認め、これまで
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にも漁船が話をする目的で近づいて来たことがあったので、今回もＡ

船がＢ船に用事があって近づいて来ていると思い、Ａ船の様子を見な

がら漂泊を続けた。 

 船長Ｂは、Ａ船の操舵室付近に人影がないように見え、Ａ船が速力

を落とさずＢ船に接近するので、危険を感じ、釣り客に危険を知らせ

るとともに、立ち上がって手を振りながら大声で叫んだものの、更に

Ａ船が接近し、釣り客と共に身を伏せた直後、両船が衝突した。 

 船長Ｂは、釣り客の負傷の有無、Ｂ船の損傷状況等を確認し、所属

する漁業協同組合に本事故発生の連絡を行った。 

 Ｂ船は、その後、所属する漁業協同組合の船舶により、熊本県玉名
た ま な

市横島
よこしま

漁港にえい
．．

航された。 

 船長Ｂ及び釣り客１人は、２７日に病院で受診し、それぞれ頸椎腰

椎捻挫と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本事故発生場所周辺海域で操業を行う引き縄漁船は、横にいる引き

縄漁船と０.２Ｍ以上の距離を保ちながら、船尾から海中に投入した

漁具を南東方に向けて引き、北西方に引き返した後、南東方に向けて

引くことを繰り返していた。 

 船長Ａは、Ａ船から舷側が見える状態で操業している数隻の引き縄

漁船を右舷船首方に認めた際、引き縄漁船より小型のＢ船を真後ろか

ら見るように航行していてＢ船に気付いておらず、その後、前路に航

行の支障となる他船はいないと思い、左舷方の陸地と右舷船首方の引

き縄漁船の位置関係を見て操業場所を検討しながら操船に当たってい

た。 

 船長Ｂは、音響による信号を行うことができる手段として笛を備え

ていたが、本事故当時、笛を使用することに思い至らなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、大埼鼻東北東方沖を北北東進中、船長Ａが、前路に航行の

支障となる他船はいないと思い、左舷方の陸地と右舷船首方の引き縄

漁船の位置関係を見て操業場所を検討しながら航行を続けたことか

ら、前路で漂泊中のＢ船に気付かず衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、Ａ船から舷側が見える状態で操業している数隻の引き縄

漁船を右舷船首方に認めた際、引き縄漁船より小型のＢ船を真後ろか

ら見るように航行していてＢ船に気付いておらず、その後、前路に航

行の支障となる他船はいないと思ったものと考えられる。 

 Ｂ船は、大埼鼻東北東方沖において、船首部からシーアンカーを投

入して釣りをしながら漂泊中、船長Ｂが、これまでにも漁船が話をす
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る目的で近づいて来たことがあり、Ａ船がＢ船に用事があって接近し

ていると思い、漂泊を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、大埼鼻東北東方沖において、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が

漂泊中、船長Ａが、前路に航行の支障となる他船はいないと思い、左

舷方の陸地と右舷船首方の引き縄漁船の位置関係を見て操業場所を検

討しながら航行を続け、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船に用事があって

接近していると思い、漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考え

られる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中の船舶の船長は、前路に航行の支障となる他船はいないと

思わず、見張りに集中し、周囲の状況を絶えず確認すること。 

 ・漂泊中の船舶の船長は、接近する他船を認めた場合、他船が自船

に用事があって接近していると思わず、有効な音響による信号を

使用して注意喚起を行うとともに、必要に応じて衝突を避けるた

めの措置を採ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（令和２年１１月２６日 
１２時３０分ごろ発生） 

衝突状況（概略） 

Ｂ船 

Ａ船 

Ａ船 

１２時２０分ごろＡ船が
移動を始めた場所 

南島原市 

大埼鼻 

Ｂ船（漂泊中） 

布津港湯田地区沖防波堤灯台 

長崎県 

熊本県 

島原半島 
島原湾 

横島漁港 

堂崎港 

玉名市 

南島原市 

数隻の引き縄漁船が

操業していた海域 


